
更新日：令和 6年 10月 1日 

匿名加工情報の取扱いについて 

 

「匿名加工情報」とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られ

る個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいいま

す。 

 

匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、あらかじめ、第三者に提

供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表する

とともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければ

ならないこととされております。 

 

当組合では、以下の通り匿名加工情報を作成し、第三者へ提供させていただきます。なお、提供

に当たっては、個人情報保護法に基づき、個人が特定されない形で匿名加工情報を作成しており

ます。 

 

 

〇匿名加工情報に含まれる情報の項目 

・ID 

・性別 

・生年月 

・資格取得日 

・資格喪失日 

・本人・家族区分 

 ・診療報酬明細書の情報 

 ・健診の情報 

 

〇匿名加工情報の提供方法 

 セキュリティが担保された電子的な手段または配送サービスを用いて提供 


